
町
の
奨
学
生
募
集

　

町
で
は
、
経
済
的
な
理
由
で

修
学
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
に

無
利
子
で
奨
学
資
金
の
貸
付
け

を
し
て
い
ま
す
。

　

奨
学
資
金
に
は
、
在
学
中
に

貸
し
付
け
る
修
学
資
金
と
入
学

時
に
貸
し
付
け
る
入
学
支
度
資

金
の
2
種
類
が
あ
り
ま
す
。

【
修
学
資
金
】

▼
貸
付
額
（
月
額
）

・
高
校　

1
万
円
以
内

・
高
専　

1
万
5
千
円
以
内

・
大
学　

2
万
円
以
内

▼
貸
付
期
間　

平
成
30
年
4
月

か
ら
最
短
修
学
期
間

▼
貸
付
方
法　

原
則
毎
月
10
日

に
振
込
み
（
10
日
が
金
融
機
関

の
休
業
日
の
場
合
は
そ
の
前

日
）

▼
返
還
方
法　

卒
業
後
6
カ
月

後
か
ら
10
年
以
内
に
返
還
。
無

利
子

【
入
学
支
度
資
金
】

・
高
校　

15
万
円
以
内

・
大
学　

25
万
円
以
内

▼
貸
付
方
法　

合
格
状
況
を
確

認
後
、
一
括
振
込
み

▼
返
還
方
法　

最
短
修
学
期
間

内
に
返
還
。
無
利
子

▼
募
集
人
員　

ど
ち
ら
の
資
金

も
若
干
名

【
申
込
方
法
】

▼
提
出
書
類　

①
奨
学
生
願
書

（
本
人
記
入
）
②
奨
学
生
推
薦

調
書
（
学
校
記
入
）
③
平
成
29

年
度
（
28
年
分
）
奨
学
資
金
申

請
用
所
得
証
明
（
世
帯
全
員
分

記
載
）

▼
申
込
受
付
期
間　

1
月
4

日
木
か
ら
12
日
金
ま
で(

た
だ

し
、
土
・
日
・
祝
日
を
除
く)

▼
申
込
先　

学
校
教
育
課
（
県

北
中
学
校
在
学
中
の
方
は
、
中

学
校
へ
申
込
み
く
だ
さ
い
）

▼
そ
の
他　

申
込
書
類
は
学
校

教
育
課
、
県
北
中
学
校
に
あ
り

お
知
ら
せ

ま
す
の
で
、
事
前
に
受
取
り
く

だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

☎
５
８
５
‐
２
８
９
２

事
業
用
資
産
を
お
持
ち

の
方
は
償
却
資
産
申
告

が
必
要
で
す

　

町
内
で
会
社
、
商
店
、
農
業
、

不
動
産
な
ど
の
事
業
を
行
っ
て

い
る
方
（
法
人
及
び
個
人
）
で
、

事
業
用
資
産
（
償
却
資
産
）
を

お
持
ち
の
方
は
、
毎
年
1
月
1

日
現
在
所
有
し
て
い
る
償
却
資

産
に
つ
い
て
、
申
告
し
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

前
年
に
申
告
さ
れ
た
方
、
ま

た
は
申
告
の
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、
12
月

8
日
に
申
告
の
お
知
ら
せ
を
発

送
し
ま
し
た
。
同
封
の
書
類
を

確
認
の
う
え
、
期
限
ま
で
に
申

告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
の
案
内
が
な
い
方

で
も
償
却
資
産
を
所
有
し
、
申

告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
は
、

税
務
課
課
税
係
に
連
絡
く
だ
さ

い
。

▼
提
出
期
限　

1
月
31
日
水

問
税
務
課
課
税
係
（
提
出
先
）

☎
５
８
５
‐
２
７
７
９

家
屋
を
解
体
し
た
ら

「
滅
失
届
」
を
！

 　

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と

な
っ
て
い
る
「
家
屋
」
を
取
り

壊
し
た
際
に
は
年
内
に
「
家
屋

滅
失
届
」
の
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

な
お
、
法
務
局
へ
滅
失
登
記

が
完
了
し
て
い
る
場
合
に
は
、

「
滅
失
届
」
の
提
出
は
不
要
で

す
。

問
税
務
課
課
税
係

☎
５
８
５
‐
２
７
７
９

除
雪
作
業
に
関
す
る
お

願
い

　

町
で
は
例
年
、
冬
期
間
の
通

勤
・
通
学
、
生
活
道
路
の
確
保

の
た
め
、
町
内
土
木
業
者
の
協

力
に
よ
り
、
降
雪
量
の
多
い
時

に
は
、
早
朝
よ
り
除
雪
作
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

幹
線
道
路
を
優
先
し
つ
つ
、

町
内
全
域
に
わ
た
り
町
民
の
み

な
さ
ん
の
足
の
確
保
に
努
め
て

い
ま
す
。

【
効
果
的
な
除
雪
の
た
め
に
】

▼
路
上
駐
車
は
除
雪
作
業
の
妨

げ
と
な
り
ま
す
。
緊
急
時
に
も

農業委員会からの
お知らせ

　12 月の農業委員会定例総会は次の
とおりです。傍聴においでください。

　◆日　時　12 月 14 日木
　　　　　　午後 1 時 30 分から
　◆場　所　国見町役場
　　　　　　2 階　大会議室

　
　◆問い合わせ　農業委員会事務局
　　　　　　　　☎ 585-2890

くらしの情報

支
障
と
な
り
ま
す
の
で
、
路
上

駐
車
を
し
な
い
よ
う
ご
協
力
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
歩
行
者
や
車

の
走
行
の
妨
げ
に
な
る
た
め
、

雪
を
道
路
に
出
す
こ
と
は
お
や

め
く
だ
さ
い
。

▼
除
雪
作
業
で
宅
地
の
出
入
口

な
ど
に
寄
せ
ら
れ
た
雪
は
、
そ

れ
ぞ
れ
片
付
け
く
だ
さ
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。
多
く
の
方
が

通
行
す
る
幹
線
道
路
を
優
先
さ

せ
、
す
べ
て
の
道
路
を
除
雪
で

き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
建
設
課
管
理
係

☎
５
８
５
‐
２
９
７
２

年末の大掃除は計画的に

ごみ出しルールとマナーを守りましょう。
収集日・分別区分を守り、ごみを出してください。

水
道
管
の
水
漏
れ
発
見

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

町
で
は
、
毎
年
専
門
業
者
に

委
託
し
て
漏
水
調
査
を
実
施

し
、
漏
水
の
発
見
・
調
査
に
努

め
て
い
ま
す
が
、
引
き
続
き
貴

重
な
水
を
無
駄
に
し
な
い
た
め

に
は
、
町
民
の
み
な
さ
ま
の
協

力
が
不
可
欠
で
す
。

　

も
し
、
道
路
上
な
ど
で
原
因

不
明
の
水
が
流
れ
て
い
る
な
ど

漏
水
の
疑
い
の
あ
る
場
所
を
発

見
し
た
ら
、
上
下
水
道
課
へ
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
上
下
水
道
課
水
道
係

☎
５
８
５
‐
２
９
９
７

☎
０
９
０
‐
２
７
９
６
‐

５
３
０
０
（
夜
間
休
日
）

宅
地
内
漏
水
に
よ
る
水

道
使
用
料
金
の
軽
減

　

道
路
下
の
配
水
管
か
ら
各
家

庭
に
つ
な
が
っ
て
い
る
宅
地
内

の
給
水
装
置
（
給
水
管
、
止
水

栓
、
蛇
口
な
ど
）
は
個
人
財
産

で
す
の
で
、
使
用
者
ま
た
は
所

有
者
が
維
持
管
理
を
行
う
こ
と

が
原
則
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

宅
地
内
で
漏
水
の
疑
い
が
あ

る
場
合
、
ま
た
水
道
使
用
量
が

前
回
と
比
較
し
て
大
幅
に
増
加

し
て
い
る
場
合
は
、
漏
水
の
確

認
お
よ
び
修
理
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

▼
確
認
お
よ
び
修
理
の
方
法

①
水
道
を
使
用
し
な
い
状
態

で
、
メ
ー
タ
ー
が
回
っ
て
い
る

か
ど
う
か
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
水
道
メ
ー
タ
ー
の
指
針
の

下
に
、パ
イ
ロ
ッ
ト（
シ
ル
バ
ー

色
の
丸
い
も
の
）
が
あ
り
ま
す

が
、
す
べ
て
の
蛇
口
を
閉
め
た

状
態
で
そ
れ
が
動
い
て
い
れ
ば

漏
水
と
思
わ
れ
ま
す
。
②
漏
水

の
場
合
は
、
至
急
町
指
定
給
水

装
置
工
事
事
業
者
へ
修
理
を
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。
修
理
代
は

自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

▼
水
道
使
用
料
の
軽
減　

漏
水

の
状
況
に
よ
り
、修
繕
完
了
後
、

水
道
使
用
料
が
軽
減
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
申
請
に
つ
い

て
は
、
お
早
め
に
上
下
水
道
課

へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
上
下
水
道
課
水
道
係

☎
５
８
５
‐
２
９
９
７

CH
EC
K

パイロット 問住民生活課住民防災係　☎ 585-2116

　今年も残すところあとわずかとなりました。
年末の大掃除の準備は進んでいますか？
　年末年始はごみ収集が休みとなりますので、
計画的にゴミ出しを行い、スッキリとして新年
を迎えましょう。

伊達地方衛生処理組合清掃センターへ
直接搬入する場合

町による収集

　年　　末　12 月 30 日土まで
　年　　始　  1 月    4 日木から
　受付時間　午前 8 時 40 分から午前 11 時 40 分
　　　　　　午後 1 時から午後 4 時
　　　　　　※ 12 月 30 日のみ午後 3 時まで

　年　　末　12 月 29 日金まで
　年　　始　  1 月    4 日木から
　粗大ごみ　12 月 20 日水（年内最終）
　　　　　　  1 月 10 日水
※粗大ごみを出す際は、収集日の前日（平日の午前 8

　時 30 分から午後 5 時 15 分）までに、品目と数量、

　ごみ置き場の番号を住民生活課へ連絡ください。
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